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日・加物品役務相互提供協定（日加ＡＣＳＡ）

自衛隊とカナダ軍隊の双方が参加する訓練のための物品役務提供 【第１条１ａ】

ＰＫＯ、国際連携平和安全活動、人道的な国際救援活動、大規模災害への対処のための活動のための

物品役務提供 【第１条１ｂ】

外国での緊急事態における自国民等の保護措置又は輸送のための物品役務提供 【第１条１ｃ】

連絡調整その他の日常的な活動のための物品役務提供 【第１条１ｄ】

それぞれの国の法令により物品役務提供が認められるその他の活動のための物品役務提供 【第１条１ｅ】

日・加物品役務相互提供協定（日加ＡＣＳＡ）は、自衛隊とカナダ軍隊との間で物品・役務を相互に提供する際

の決済手続等の枠組みを定める協定。

カナダから、我が国との間の安全保障面での協力拡大を踏まえＡＣＳＡ締結の提案があり、２０１１年８月の第

１回日加次官級「２＋２」対話において交渉開始を決定。

２０１８年４月２１日、河野太郎外務大臣とクリスティア・フリーランド加外務大臣との間で署名。

背 景

主な内容

早期締結の必要性

本協定の締結によって、自衛隊とカナダ軍隊が実施する活動においてそれぞれの役割を一層効率的に果たすことを促進し、並びに国際の

平和及び安全に積極的に寄与することとなる。

食料 水 宿泊 輸送 燃料・油脂・潤滑油 被服 通信業務 衛生業務 基地活動支援
保管業務 施設の利用 訓練業務 部品・構成品 修理・整備業務 空港・港湾業務 弾薬

提供される物品・役務の区分

本協定の適用対象



日
本
国
の
自
衛
隊
と
カ
ナ
ダ
軍
隊
と
の
間
に
お
け
る
物
品
又
は
役
務
の
相
互

の
提
供
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
カ
ナ
ダ
政
府
と
の
間
の
協
定



一

日
本
国
の
自
衛
隊
と
カ
ナ
ダ
軍
隊
と
の
間
に
お
け
る
物
品
又
は
役
務
の
相
互
の
提
供
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
カ
ナ
ダ

政
府
と
の
間
の
協
定

日
本
国
政
府
及
び
カ
ナ
ダ
政
府
（
以
下
個
別
に
「
当
事
国
政
府
」
と
い
い
、
「
両
当
事
国
政
府
」
と
総
称
す
る
。
）
は
、

後
方
支
援
の
分
野
に
お
け
る
物
品
又
は
役
務
（
以
下
「
物
品
又
は
役
務
」
と
い
う
。
）
の
相
互
の
提
供
に
関
す
る
枠
組
み
を

設
け
る
こ
と
が
、
日
本
国
の
自
衛
隊
と
カ
ナ
ダ
軍
隊
と
の
間
の
緊
密
な
協
力
を
促
進
す
る
こ
と
を
認
識
し
、

こ
の
よ
う
な
枠
組
み
を
設
け
る
こ
と
が
、
日
本
国
の
自
衛
隊
及
び
カ
ナ
ダ
軍
隊
が
実
施
す
る
活
動
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
役

割
を
一
層
効
率
的
に
果
た
す
こ
と
を
促
進
し
、
並
び
に
国
際
の
平
和
及
び
安
全
に
積
極
的
に
寄
与
す
る
こ
と
を
理
解
し
て
、

次
の
と
お
り
協
定
し
た
。

第
一
条

１

こ
の
協
定
は
、
日
本
国
の
自
衛
隊
と
カ
ナ
ダ
軍
隊
と
の
間
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る
活
動
の
た
め
に
必
要
な
物
品
又
は
役
務

の
相
互
の
提
供
に
関
す
る
基
本
的
な
条
件
を
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

日
本
国
の
自
衛
隊
及
び
カ
ナ
ダ
軍
隊
の
双
方
の
参
加
を
得
て
行
わ
れ
る
訓
練

(a)
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二

国
際
連
合
平
和
維
持
活
動
、
国
際
連
携
平
和
安
全
活
動
、
人
道
的
な
国
際
救
援
活
動
又
は
い
ず
れ
か
の
当
事
国
政
府
の

(b)
国
若
し
く
は
第
三
国
の
領
域
に
お
け
る
大
規
模
災
害
へ
の
対
処
の
た
め
の
活
動

外
国
で
の
緊
急
事
態
に
お
け
る
自
国
民
又
は
、
適
当
な
場
合
に
は
、
そ
の
他
の
者
の
退
去
の
た
め
の
保
護
措
置
又
は
輸

(c)
送

連
絡
調
整
そ
の
他
の
日
常
的
な
活
動
（
い
ず
れ
か
一
方
の
当
事
国
政
府
の
部
隊
の
艦
船
又
は
航
空
機
に
よ
る
他
方
の
当

(d)
事
国
政
府
の
国
の
領
域
内
の
施
設
へ
の
訪
問
を
含
む
。
）
。
た
だ
し
、
い
ず
れ
か
の
当
事
国
政
府
の
部
隊
が
単
独
で
行
う

訓
練
を
除
く
。

そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
法
令
に
よ
り
物
品
又
は
役
務
の
提
供
が
認
め
ら
れ
る
そ
の
他
の
活
動

(e)
２

こ
の
協
定
は
、
相
互
主
義
の
原
則
に
基
づ
く
物
品
又
は
役
務
の
提
供
の
た
め
の
枠
組
み
に
つ
い
て
定
め
る
。

３

こ
の
協
定
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
物
品
又
は
役
務
の
要
請
、
提
供
、
受
領
及
び
決
済
に
つ
い
て
は
、
日
本
国
の
自
衛
隊
及

び
カ
ナ
ダ
軍
隊
が
実
施
す
る
。

第
二
条

１

い
ず
れ
か
一
方
の
当
事
国
政
府
が
日
本
国
の
自
衛
隊
又
は
カ
ナ
ダ
軍
隊
に
よ
り
実
施
さ
れ
る
前
条
１

か
ら

ま
で
に
掲

(a)

(e)

げ
る
活
動
の
た
め
に
必
要
な
物
品
又
は
役
務
の
提
供
を
他
方
の
当
事
国
政
府
に
対
し
て
こ
の
協
定
に
基
づ
い
て
要
請
す
る
場

合
に
は
、
当
該
他
方
の
当
事
国
政
府
は
、
そ
の
権
限
の
範
囲
内
で
、
要
請
さ
れ
た
物
品
又
は
役
務
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

２

こ
の
協
定
に
基
づ
い
て
提
供
さ
れ
る
物
品
又
は
役
務
は
、
次
に
掲
げ
る
区
分
に
係
る
も
の
と
す
る
。

食
料
、
水
、
宿
泊
、
輸
送
（
空
輸
を
含
む
。
）
、
燃
料
・
油
脂
・
潤
滑
油
、
被
服
、
通
信
業
務
、
衛
生
業
務
、
基
地
活
動

支
援
（
基
地
活
動
支
援
に
付
随
す
る
建
設
を
含
む
。
）
、
保
管
業
務
、
施
設
の
利
用
、
訓
練
業
務
、
部
品
・
構
成
品
、
修

理
・
整
備
業
務
（
校
正
業
務
を
含
む
。
）
、
空
港
・
港
湾
業
務
及
び
弾
薬

そ
れ
ぞ
れ
の
区
分
に
係
る
物
品
又
は
役
務
に
つ
い
て
は
、
付
表
に
お
い
て
定
め
る
。

３

２
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
日
本
国
の
自
衛
隊
又
は
カ
ナ
ダ
軍
隊
に
よ
る
武
器
の
提
供
が
含
ま
れ
る
も
の
と
解
し
て
は
な
ら

な
い
。

４

日
本
国
の
自
衛
隊
と
カ
ナ
ダ
軍
隊
と
の
間
に
お
け
る
前
条
１

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
活
動
の
た
め
に
必
要
な
物
品
又
は

(a)

(e)

役
務
の
提
供
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
法
令
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
。

第
三
条
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三

国
際
連
合
平
和
維
持
活
動
、
国
際
連
携
平
和
安
全
活
動
、
人
道
的
な
国
際
救
援
活
動
又
は
い
ず
れ
か
の
当
事
国
政
府
の

(b)
国
若
し
く
は
第
三
国
の
領
域
に
お
け
る
大
規
模
災
害
へ
の
対
処
の
た
め
の
活
動

外
国
で
の
緊
急
事
態
に
お
け
る
自
国
民
又
は
、
適
当
な
場
合
に
は
、
そ
の
他
の
者
の
退
去
の
た
め
の
保
護
措
置
又
は
輸

(c)
送

連
絡
調
整
そ
の
他
の
日
常
的
な
活
動
（
い
ず
れ
か
一
方
の
当
事
国
政
府
の
部
隊
の
艦
船
又
は
航
空
機
に
よ
る
他
方
の
当

(d)
事
国
政
府
の
国
の
領
域
内
の
施
設
へ
の
訪
問
を
含
む
。
）
。
た
だ
し
、
い
ず
れ
か
の
当
事
国
政
府
の
部
隊
が
単
独
で
行
う

訓
練
を
除
く
。

そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
法
令
に
よ
り
物
品
又
は
役
務
の
提
供
が
認
め
ら
れ
る
そ
の
他
の
活
動

(e)
２

こ
の
協
定
は
、
相
互
主
義
の
原
則
に
基
づ
く
物
品
又
は
役
務
の
提
供
の
た
め
の
枠
組
み
に
つ
い
て
定
め
る
。

３

こ
の
協
定
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
物
品
又
は
役
務
の
要
請
、
提
供
、
受
領
及
び
決
済
に
つ
い
て
は
、
日
本
国
の
自
衛
隊
及

び
カ
ナ
ダ
軍
隊
が
実
施
す
る
。

第
二
条

１

い
ず
れ
か
一
方
の
当
事
国
政
府
が
日
本
国
の
自
衛
隊
又
は
カ
ナ
ダ
軍
隊
に
よ
り
実
施
さ
れ
る
前
条
１

か
ら

ま
で
に
掲

(a)

(e)

げ
る
活
動
の
た
め
に
必
要
な
物
品
又
は
役
務
の
提
供
を
他
方
の
当
事
国
政
府
に
対
し
て
こ
の
協
定
に
基
づ
い
て
要
請
す
る
場

合
に
は
、
当
該
他
方
の
当
事
国
政
府
は
、
そ
の
権
限
の
範
囲
内
で
、
要
請
さ
れ
た
物
品
又
は
役
務
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

２

こ
の
協
定
に
基
づ
い
て
提
供
さ
れ
る
物
品
又
は
役
務
は
、
次
に
掲
げ
る
区
分
に
係
る
も
の
と
す
る
。

食
料
、
水
、
宿
泊
、
輸
送
（
空
輸
を
含
む
。
）
、
燃
料
・
油
脂
・
潤
滑
油
、
被
服
、
通
信
業
務
、
衛
生
業
務
、
基
地
活
動

支
援
（
基
地
活
動
支
援
に
付
随
す
る
建
設
を
含
む
。
）
、
保
管
業
務
、
施
設
の
利
用
、
訓
練
業
務
、
部
品
・
構
成
品
、
修

理
・
整
備
業
務
（
校
正
業
務
を
含
む
。
）
、
空
港
・
港
湾
業
務
及
び
弾
薬

そ
れ
ぞ
れ
の
区
分
に
係
る
物
品
又
は
役
務
に
つ
い
て
は
、
付
表
に
お
い
て
定
め
る
。

３

２
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
日
本
国
の
自
衛
隊
又
は
カ
ナ
ダ
軍
隊
に
よ
る
武
器
の
提
供
が
含
ま
れ
る
も
の
と
解
し
て
は
な
ら

な
い
。

４

日
本
国
の
自
衛
隊
と
カ
ナ
ダ
軍
隊
と
の
間
に
お
け
る
前
条
１

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
活
動
の
た
め
に
必
要
な
物
品
又
は

(a)

(e)

役
務
の
提
供
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
法
令
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
。

第
三
条
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四

１

両
当
事
国
政
府
は
、
こ
の
協
定
に
基
づ
い
て
提
供
さ
れ
る
物
品
又
は
役
務
の
使
用
が
国
際
連
合
憲
章
と
両
立
す
る
こ
と
を

確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

こ
の
協
定
に
基
づ
い
て
物
品
又
は
役
務
を
受
領
し
た
当
事
国
政
府
（
以
下
「
受
領
当
事
国
政
府
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該

物
品
又
は
役
務
を
提
供
し
た
当
事
国
政
府
（
以
下
「
提
供
当
事
国
政
府
」
と
い
う
。
）
の
書
面
に
よ
る
事
前
の
同
意
を
得
な

い
で
、
一
時
的
で
あ
れ
又
は
永
続
的
で
あ
れ
、
い
か
な
る
手
段
に
よ
っ
て
も
、
当
該
物
品
又
は
役
務
を
受
領
当
事
国
政
府
の

部
隊
以
外
の
者
に
移
転
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
四
条

１

こ
の
協
定
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
物
品
又
は
役
務
の
提
供
に
係
る
決
済
の
手
続
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

物
品
の
提
供
に
つ
い
て
は
、

(a)

受
領
当
事
国
政
府
は
、
提
供
当
事
国
政
府
に
と
っ
て
満
足
の
で
き
る
状
態
及
び
方
法
で
当
該
物
品
を
返
還
す
る
。
た

(i)
だ
し
、

の
規
定
の
適
用
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。

(ii)

提
供
さ
れ
た
物
品
が
消
耗
品
で
あ
る
場
合
又
は
受
領
当
事
国
政
府
が
当
該
物
品
を
提
供
当
事
国
政
府
に
と
っ
て
満
足

(ii)
の
で
き
る
状
態
及
び
方
法
で
返
還
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
受
領
当
事
国
政
府
は
、
同
種
、
同
等
及
び
同
量

の
物
品
を
提
供
当
事
国
政
府
に
と
っ
て
満
足
の
で
き
る
状
態
及
び
方
法
で
返
還
す
る
。
た
だ
し
、

の
規
定
の
適
用
を

(iii)

妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。

受
領
当
事
国
政
府
が
提
供
さ
れ
た
物
品
と
同
種
、
同
等
及
び
同
量
の
物
品
を
提
供
当
事
国
政
府
に
と
っ
て
満
足
の
で

(iii)
き
る
状
態
及
び
方
法
で
返
還
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
受
領
当
事
国
政
府
は
、
提
供
当
事
国
政
府
に
対
し
て

提
供
当
事
国
政
府
の
指
定
す
る
通
貨
に
よ
り
償
還
す
る
。

役
務
の
提
供
に
つ
い
て
は
、
提
供
当
事
国
政
府
の
指
定
す
る
通
貨
に
よ
り
提
供
さ
れ
た
役
務
を
受
領
当
事
国
政
府
が
償

(b)
還
す
る
か
又
は
同
種
で
あ
り
、
か
つ
、
同
等
の
価
値
を
有
す
る
役
務
を
提
供
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
決
済
す
る
。
決
済
の
方

法
に
つ
い
て
は
、
当
該
役
務
が
提
供
さ
れ
る
前
に
両
当
事
国
政
府
が
共
同
で
決
定
す
る
。

２

両
当
事
国
政
府
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
法
令
が
許
容
す
る
範
囲
内
に
お
い
て
、
こ
の
協
定
に
基
づ
い
て
提
供
さ
れ
る
物
品

又
は
役
務
に
対
し
て
消
費
税
を
課
さ
な
い
も
の
と
す
る
。

第
五
条

１

こ
の
協
定
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
物
品
又
は
役
務
の
相
互
の
提
供
に
つ
い
て
は
、
こ
の
協
定
に
従
属
し
、
並
び
に
条
件
の

補
足
的
な
細
目
及
び
手
続
で
あ
っ
て
こ
の
協
定
を
実
施
す
る
た
め
の
も
の
を
定
め
る
手
続
取
決
め
（
そ
の
修
正
を
含
む
。
）
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五

１

両
当
事
国
政
府
は
、
こ
の
協
定
に
基
づ
い
て
提
供
さ
れ
る
物
品
又
は
役
務
の
使
用
が
国
際
連
合
憲
章
と
両
立
す
る
こ
と
を

確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

こ
の
協
定
に
基
づ
い
て
物
品
又
は
役
務
を
受
領
し
た
当
事
国
政
府
（
以
下
「
受
領
当
事
国
政
府
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該

物
品
又
は
役
務
を
提
供
し
た
当
事
国
政
府
（
以
下
「
提
供
当
事
国
政
府
」
と
い
う
。
）
の
書
面
に
よ
る
事
前
の
同
意
を
得
な

い
で
、
一
時
的
で
あ
れ
又
は
永
続
的
で
あ
れ
、
い
か
な
る
手
段
に
よ
っ
て
も
、
当
該
物
品
又
は
役
務
を
受
領
当
事
国
政
府
の

部
隊
以
外
の
者
に
移
転
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
四
条

１

こ
の
協
定
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
物
品
又
は
役
務
の
提
供
に
係
る
決
済
の
手
続
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

物
品
の
提
供
に
つ
い
て
は
、

(a)

受
領
当
事
国
政
府
は
、
提
供
当
事
国
政
府
に
と
っ
て
満
足
の
で
き
る
状
態
及
び
方
法
で
当
該
物
品
を
返
還
す
る
。
た

(i)
だ
し
、

の
規
定
の
適
用
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。

(ii)

提
供
さ
れ
た
物
品
が
消
耗
品
で
あ
る
場
合
又
は
受
領
当
事
国
政
府
が
当
該
物
品
を
提
供
当
事
国
政
府
に
と
っ
て
満
足

(ii)
の
で
き
る
状
態
及
び
方
法
で
返
還
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
受
領
当
事
国
政
府
は
、
同
種
、
同
等
及
び
同
量

の
物
品
を
提
供
当
事
国
政
府
に
と
っ
て
満
足
の
で
き
る
状
態
及
び
方
法
で
返
還
す
る
。
た
だ
し
、

の
規
定
の
適
用
を

(iii)

妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。

受
領
当
事
国
政
府
が
提
供
さ
れ
た
物
品
と
同
種
、
同
等
及
び
同
量
の
物
品
を
提
供
当
事
国
政
府
に
と
っ
て
満
足
の
で

(iii)
き
る
状
態
及
び
方
法
で
返
還
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
受
領
当
事
国
政
府
は
、
提
供
当
事
国
政
府
に
対
し
て

提
供
当
事
国
政
府
の
指
定
す
る
通
貨
に
よ
り
償
還
す
る
。

役
務
の
提
供
に
つ
い
て
は
、
提
供
当
事
国
政
府
の
指
定
す
る
通
貨
に
よ
り
提
供
さ
れ
た
役
務
を
受
領
当
事
国
政
府
が
償

(b)
還
す
る
か
又
は
同
種
で
あ
り
、
か
つ
、
同
等
の
価
値
を
有
す
る
役
務
を
提
供
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
決
済
す
る
。
決
済
の
方

法
に
つ
い
て
は
、
当
該
役
務
が
提
供
さ
れ
る
前
に
両
当
事
国
政
府
が
共
同
で
決
定
す
る
。

２

両
当
事
国
政
府
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
法
令
が
許
容
す
る
範
囲
内
に
お
い
て
、
こ
の
協
定
に
基
づ
い
て
提
供
さ
れ
る
物
品

又
は
役
務
に
対
し
て
消
費
税
を
課
さ
な
い
も
の
と
す
る
。

第
五
条

１

こ
の
協
定
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
物
品
又
は
役
務
の
相
互
の
提
供
に
つ
い
て
は
、
こ
の
協
定
に
従
属
し
、
並
び
に
条
件
の

補
足
的
な
細
目
及
び
手
続
で
あ
っ
て
こ
の
協
定
を
実
施
す
る
た
め
の
も
の
を
定
め
る
手
続
取
決
め
（
そ
の
修
正
を
含
む
。
）
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六

に
従
っ
て
実
施
さ
れ
る
。
手
続
取
決
め
は
、
両
当
事
国
政
府
の
権
限
の
あ
る
当
局
の
間
で
作
成
さ
れ
る
。

２

前
条
１

及
び
１

の
規
定
に
従
っ
て
償
還
さ
れ
る
物
品
又
は
役
務
の
価
格
は
、
手
続
取
決
め
に
定
め
る
関
連
規
定
に

(a)
(iii)

(b)

基
づ
い
て
決
定
さ
れ
る
。

第
六
条

１

こ
の
協
定
の
規
定
は
、
千
九
百
五
十
四
年
二
月
十
九
日
に
署
名
さ
れ
た
日
本
国
に
お
け
る
国
際
連
合
の
軍
隊
の
地
位
に
関

す
る
協
定
に
基
づ
い
て
国
際
連
合
の
軍
隊
を
構
成
す
る
部
隊
と
し
て
行
動
す
る
カ
ナ
ダ
軍
隊
が
実
施
す
る
い
か
な
る
活
動
に

も
適
用
さ
れ
な
い
。

２

両
当
事
国
政
府
は
、
こ
の
協
定
の
実
施
に
関
し
相
互
に
緊
密
に
協
議
す
る
。

３

こ
の
協
定
及
び
手
続
取
決
め
の
解
釈
又
は
実
施
に
関
す
る
い
か
な
る
事
項
も
、
両
当
事
国
政
府
の
間
の
協
議
に
よ
っ
て
の

み
解
決
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

４

両
当
事
国
政
府
の
権
限
の
あ
る
当
局
は
、
手
続
取
決
め
に
規
定
す
る
手
続
に
従
い
、
こ
の
協
定
の
実
施
に
関
し
て
生
ず
る

紛
争
を
解
決
す
る
も
の
と
す
る
。

第
七
条

１

こ
の
協
定
は
、
両
当
事
国
政
府
が
こ
の
協
定
の
効
力
発
生
に
必
要
な
自
己
の
内
部
手
続
を
完
了
し
た
旨
を
相
互
に
通
告
す

る
外
交
上
の
公
文
を
交
換
し
た
日
の
後
三
十
日
目
に
効
力
を
生
ず
る
。
こ
の
協
定
は
、
十
年
間
効
力
を
有
す
る
も
の
と
し
、

そ
の
後
は
、
い
ず
れ
か
一
方
の
当
事
国
政
府
が
そ
れ
ぞ
れ
の
十
年
の
期
間
が
満
了
す
る
少
な
く
と
も
六
箇
月
前
に
他
方
の
当

事
国
政
府
に
対
し
て
こ
の
協
定
を
終
了
さ
せ
る
意
思
を
書
面
に
よ
り
通
告
し
な
い
限
り
、
順
次
そ
れ
ぞ
れ
十
年
の
期
間
、
自

動
的
に
効
力
を
延
長
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

２

１
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
各
当
事
国
政
府
は
、
他
方
の
当
事
国
政
府
に
対
し
て
一
年
前
に
書
面
に
よ
り
通
告
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
い
つ
で
も
こ
の
協
定
を
終
了
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

こ
の
協
定
は
、
両
当
事
国
政
府
の
間
の
書
面
に
よ
る
合
意
に
よ
っ
て
改
正
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

こ
の
協
定
の
終
了
の
後
に
お
い
て
も
、
こ
の
協
定
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
た
物
品
又
は
役
務
の
相
互
の
提
供
に
関
し
、
第
三

条
か
ら
第
五
条
ま
で
並
び
に
前
条
３
及
び
４
の
規
定
は
、
引
き
続
き
効
力
を
有
す
る
。

以
上
の
証
拠
と
し
て
、
下
名
は
、
各
自
の
政
府
か
ら
正
当
に
委
任
を
受
け
て
こ
の
協
定
に
署
名
し
た
。
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七

に
従
っ
て
実
施
さ
れ
る
。
手
続
取
決
め
は
、
両
当
事
国
政
府
の
権
限
の
あ
る
当
局
の
間
で
作
成
さ
れ
る
。

２

前
条
１

及
び
１

の
規
定
に
従
っ
て
償
還
さ
れ
る
物
品
又
は
役
務
の
価
格
は
、
手
続
取
決
め
に
定
め
る
関
連
規
定
に

(a)
(iii)

(b)

基
づ
い
て
決
定
さ
れ
る
。

第
六
条

１

こ
の
協
定
の
規
定
は
、
千
九
百
五
十
四
年
二
月
十
九
日
に
署
名
さ
れ
た
日
本
国
に
お
け
る
国
際
連
合
の
軍
隊
の
地
位
に
関

す
る
協
定
に
基
づ
い
て
国
際
連
合
の
軍
隊
を
構
成
す
る
部
隊
と
し
て
行
動
す
る
カ
ナ
ダ
軍
隊
が
実
施
す
る
い
か
な
る
活
動
に

も
適
用
さ
れ
な
い
。

２

両
当
事
国
政
府
は
、
こ
の
協
定
の
実
施
に
関
し
相
互
に
緊
密
に
協
議
す
る
。

３

こ
の
協
定
及
び
手
続
取
決
め
の
解
釈
又
は
実
施
に
関
す
る
い
か
な
る
事
項
も
、
両
当
事
国
政
府
の
間
の
協
議
に
よ
っ
て
の

み
解
決
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

４

両
当
事
国
政
府
の
権
限
の
あ
る
当
局
は
、
手
続
取
決
め
に
規
定
す
る
手
続
に
従
い
、
こ
の
協
定
の
実
施
に
関
し
て
生
ず
る

紛
争
を
解
決
す
る
も
の
と
す
る
。

第
七
条

１

こ
の
協
定
は
、
両
当
事
国
政
府
が
こ
の
協
定
の
効
力
発
生
に
必
要
な
自
己
の
内
部
手
続
を
完
了
し
た
旨
を
相
互
に
通
告
す

る
外
交
上
の
公
文
を
交
換
し
た
日
の
後
三
十
日
目
に
効
力
を
生
ず
る
。
こ
の
協
定
は
、
十
年
間
効
力
を
有
す
る
も
の
と
し
、

そ
の
後
は
、
い
ず
れ
か
一
方
の
当
事
国
政
府
が
そ
れ
ぞ
れ
の
十
年
の
期
間
が
満
了
す
る
少
な
く
と
も
六
箇
月
前
に
他
方
の
当

事
国
政
府
に
対
し
て
こ
の
協
定
を
終
了
さ
せ
る
意
思
を
書
面
に
よ
り
通
告
し
な
い
限
り
、
順
次
そ
れ
ぞ
れ
十
年
の
期
間
、
自

動
的
に
効
力
を
延
長
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

２

１
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
各
当
事
国
政
府
は
、
他
方
の
当
事
国
政
府
に
対
し
て
一
年
前
に
書
面
に
よ
り
通
告
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
い
つ
で
も
こ
の
協
定
を
終
了
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

こ
の
協
定
は
、
両
当
事
国
政
府
の
間
の
書
面
に
よ
る
合
意
に
よ
っ
て
改
正
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

こ
の
協
定
の
終
了
の
後
に
お
い
て
も
、
こ
の
協
定
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
た
物
品
又
は
役
務
の
相
互
の
提
供
に
関
し
、
第
三

条
か
ら
第
五
条
ま
で
並
び
に
前
条
３
及
び
４
の
規
定
は
、
引
き
続
き
効
力
を
有
す
る
。

以
上
の
証
拠
と
し
て
、
下
名
は
、
各
自
の
政
府
か
ら
正
当
に
委
任
を
受
け
て
こ
の
協
定
に
署
名
し
た
。
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八

二
千
十
八
年
四
月
二
十
一
日
に
ト
ロ
ン
ト
で
、
ひ
と
し
く
正
文
で
あ
る
日
本
語
、
英
語
及
び
フ
ラ
ン
ス
語
に
よ
り
本
書
二
通

を
作
成
し
た
。

日
本
国
政
府
の
た
め
に

河
野
太
郎

カ
ナ
ダ
政
府
の
た
め
に

Ｃ
・
フ
リ
ー
ラ
ン
ド

付
表

区

分

食
料

食
料
、
食
事
の
提
供
、
調
理
器
具
及
び
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

水

水
、
給
水
、
給
水
に
必
要
な
用
具
及
び
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

宿
泊

宿
泊
設
備
及
び
入
浴
設
備
の
利
用
、
寝
具
類
並
び
に
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

輸
送
（
空
輸
を
含
む
。
）

人
又
は
物
の
輸
送
、
輸
送
用
資
材
及
び
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

燃
料
・
油
脂
・
潤
滑
油

燃
料
、
油
脂
及
び
潤
滑
油
、
給
油
、
給
油
に
必
要
な
用
具
並
び
に
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

被
服

被
服
、
被
服
の
補
修
及
び
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

通
信
業
務

通
信
設
備
の
利
用
、
通
信
業
務
、
通
信
機
器
及
び
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

衛
生
業
務

診
療
、
衛
生
機
具
及
び
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

基
地
活
動
支
援
（
基
地
活
動
支
援
に
付
随
す
る

廃
棄
物
の
収
集
及
び
処
理
、
洗
濯
、
給
電
、
環
境
面
の
支
援
、
建
設
、
消
毒
機
具
及
び
消
毒
並
び
に
こ
れ
ら
に
類

建
設
を
含
む
。
）

す
る
も
の

保
管
業
務

倉
庫
又
は
冷
蔵
貯
蔵
室
に
お
け
る
一
時
的
保
管
及
び
こ
れ
に
類
す
る
も
の

施
設
の
利
用

建
物
、
施
設
及
び
土
地
の
一
時
的
利
用
並
び
に
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

訓
練
業
務

指
導
員
の
派
遣
、
教
育
訓
練
用
資
材
、
訓
練
用
消
耗
品
及
び
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

部
品
・
構
成
品

軍
用
航
空
機
、
軍
用
車
両
及
び
軍
用
船
舶
の
部
品
又
は
構
成
品
並
び
に
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

修
理
・
整
備
業
務
（
校
正
業
務
を
含
む
。
）

修
理
及
び
整
備
、
修
理
及
び
整
備
用
機
器
並
び
に
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

空
港
・
港
湾
業
務

航
空
機
の
離
発
着
及
び
艦
船
の
出
入
港
に
対
す
る
支
援
、
積
卸
作
業
並
び
に
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

弾
薬

弾
薬
、
弾
薬
の
提
供
、
弾
薬
の
提
供
に
必
要
な
用
具
及
び
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
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九

二
千
十
八
年
四
月
二
十
一
日
に
ト
ロ
ン
ト
で
、
ひ
と
し
く
正
文
で
あ
る
日
本
語
、
英
語
及
び
フ
ラ
ン
ス
語
に
よ
り
本
書
二
通

を
作
成
し
た
。

日
本
国
政
府
の
た
め
に

河
野
太
郎

カ
ナ
ダ
政
府
の
た
め
に

Ｃ
・
フ
リ
ー
ラ
ン
ド

付
表

区

分

食
料

食
料
、
食
事
の
提
供
、
調
理
器
具
及
び
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

水

水
、
給
水
、
給
水
に
必
要
な
用
具
及
び
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

宿
泊

宿
泊
設
備
及
び
入
浴
設
備
の
利
用
、
寝
具
類
並
び
に
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

輸
送
（
空
輸
を
含
む
。
）

人
又
は
物
の
輸
送
、
輸
送
用
資
材
及
び
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

燃
料
・
油
脂
・
潤
滑
油

燃
料
、
油
脂
及
び
潤
滑
油
、
給
油
、
給
油
に
必
要
な
用
具
並
び
に
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

被
服

被
服
、
被
服
の
補
修
及
び
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

通
信
業
務

通
信
設
備
の
利
用
、
通
信
業
務
、
通
信
機
器
及
び
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

衛
生
業
務

診
療
、
衛
生
機
具
及
び
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

基
地
活
動
支
援
（
基
地
活
動
支
援
に
付
随
す
る

廃
棄
物
の
収
集
及
び
処
理
、
洗
濯
、
給
電
、
環
境
面
の
支
援
、
建
設
、
消
毒
機
具
及
び
消
毒
並
び
に
こ
れ
ら
に
類

建
設
を
含
む
。
）

す
る
も
の

保
管
業
務

倉
庫
又
は
冷
蔵
貯
蔵
室
に
お
け
る
一
時
的
保
管
及
び
こ
れ
に
類
す
る
も
の

施
設
の
利
用

建
物
、
施
設
及
び
土
地
の
一
時
的
利
用
並
び
に
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

訓
練
業
務

指
導
員
の
派
遣
、
教
育
訓
練
用
資
材
、
訓
練
用
消
耗
品
及
び
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

部
品
・
構
成
品

軍
用
航
空
機
、
軍
用
車
両
及
び
軍
用
船
舶
の
部
品
又
は
構
成
品
並
び
に
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

修
理
・
整
備
業
務
（
校
正
業
務
を
含
む
。
）

修
理
及
び
整
備
、
修
理
及
び
整
備
用
機
器
並
び
に
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

空
港
・
港
湾
業
務

航
空
機
の
離
発
着
及
び
艦
船
の
出
入
港
に
対
す
る
支
援
、
積
卸
作
業
並
び
に
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

弾
薬

弾
薬
、
弾
薬
の
提
供
、
弾
薬
の
提
供
に
必
要
な
用
具
及
び
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
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（参考） 

 

日本国の自衛隊とカナダ軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関す

る日本国政府とカナダ政府との間の協定第五条に基づく日本国防衛省とカナダ

国防省との間の手続取決め要旨 

         

１ 目的及び適用範囲 

（１）日本国の自衛隊とカナダ軍隊との間における物品又は役務の相互の提供

に関する日本国政府とカナダ政府との間の協定（以下「協定」という。）に

基づく物品又は役務の相互の提供に関する補足的な細目及び手続について定

める。 

（２）手続取決めの下で行う両当事者（日本国防衛省及びカナダ国防省）によ

る全ての活動は、国際法及びそれぞれの国の法令に従って行われることにつ

いて定める。 

（３）両当事者は、武器を提供しないこと、また、それぞれの国の法令により

禁止されている品目を相互に提供しないことについて定める。 

 

２ 運用及び決済 

（１）各当事者は、その権限の範囲内で、他方の当事者の要請に応えるべくあ

らゆる努力を払うことについて定める。 

（２）手続取決めを実施するための追加的な細目を定める実施取決めについて

定める。 

（３）連絡経路、発注証の様式、受領当事者の責任等並びに物品又は役務の要

請、提供及び受領の手続の細目について定める。 

（４）物品又は役務の価格の決定の手続、決済の期限、連絡先等、協定第四条

に基づく決済の手続の細目について定める。 

（５）物品又は役務に対する税及び関税の減免に係る協力について定める。 

（６）手続取決め等に基づく処理は、原則として秘密に該当しない水準におい

て実施することについて定める。 

 

３ 解釈の相違及び請求の処理 

（１）手続取決めの解釈及び適用に関する相違は、協議を通じて解決すること

について定める。 

（２）手続取決めに関連する公務の遂行に当たり生じた損害等に関し相互に又

は第三者から請求が提起された場合には、両当事者は、それぞれの国の法令

により認められる範囲内で解決するため協議することについて定める。 



 

４ 一般的条項 

（１）手続取決めは、協定が発効した日から協定が効力を有する間有効である

ことについて定める。 

（２）手続取決めは、両当事者間の書面による同意により修正することができ

ることについて定める。 

 

（了） 


